
 

1. 経済連携協定（EPA）・自由貿易協定（FTA）の調査 
  ⇒輸出先が決定したら輸出国と輸入国が発効しているEPA・FTAを調べる  
       ジェトロ  「世界のFTA一覧」  https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/14985ca67be82942.html             
           WTO    Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS)   http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 
             UNESCAP   Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database http://www.unescap.org/tid/aptiad/agg_db.aspx 
      ADB     Asia Regional Integration Center     http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php       

2. HSコードの特定: 輸入国税関の判断したHSコードが必要 
  ⇒輸入国で過去同一品を輸入した経験があれば、その時の税関が許可した輸入許可証に記載されている 
     HSコード、対象品を初めて輸入するのであれば文書による品目分類の事前教示（Advance Ruling of Tariff 

Classification）によるHSコードを輸入者から連絡を受け、使用する 
 

      HSコードは6桁はHSコードを使用している国では共通であるが、5年ごとに改定される。日本が締結している経済連携協定で    
        は以下の通りそれぞれ使用されているHSコードの年度が明記されている。その特定原産地証明書には以下のHSコードで       
        記載しなければならない。 
         2002年版HSコードで規定されているEPA⇒日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、    

日ブルネイ、日アセアン、日フィリピン 
      2007年版HSコードで規定されているEPA⇒日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー 
    2012年版HSコードで規定されているEPA⇒日オーストラリア、日モンゴル 

3. 経済連携協定（EPA）/自由貿易協定（FTA）の特恵関税率と最恵国（MFN）税率を調べる 
   ⇒通常輸入の場合適用されるMFN税率とEPA/FTA特恵関税率を調べ比較する 
      ジェトロ「世界各国の関税率」 https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/  

        EPA/FTA特恵関税率：各協定附属書などの関税スケジュール表（譲許表）から調べる 

4. 対象輸出産品に求められている原産地規則を調べ、その原産地規則を満たし、それを証明し、特定
原産地証明書を受給して輸入者に送る 

   ⇒利用するEPAあるいはFTAの品目別規則（PSR）を調べ、原産地規則の規定がなく一般原産地規則の規定が  
ある協定は、一般原産地規則が原産地規則である 

     日本商工会議所 「特定原産地証明書発給申請マニュアル」https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html 

EPA特恵関税を利用するための手順（輸出の場合） 
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     EPA/FTA特恵関税率：各協定附属書などの関税スケジュール表（譲許表）から調べる 

4. 対象輸入産品に求められている原産地規則を調べ、その原産地規則を満たしていることを輸出者に
確認する 

   ⇒利用するEPAあるいはFTAの品目別規則（PSR）を調べ、原産地規則の規定がなく一般原産地規則の規定がある協定は、 一般原産
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5. 対象輸入産品とその特定原産地証明書が到着後、EPA/FTA特恵関税適用を申告する輸入申告書
に 特定原産地証明書、船荷証券の写し、通常の輸入申告に必要な書類を添付して税関に提出する 

EPA特恵関税を利用するための手順（輸入の場合） 
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